
 

 

もえるごみ・もえないごみが 

町指定のごみ袋以外でも出せます。 
 

昨今の中東情勢の影響で、町指定ごみ袋の購入数を制限し、買いだめを 

控えるようお願いしてまいりましたが、町の在庫が残りわずかとなって 

おり、今後、販売店においても品薄となり、購入困難になることが予想 

されます。 

そのため、臨時措置として、町指定ごみ袋を購入できない場合は、指定 

ごみ袋以外の袋で出されたごみも収集することにいたしました。 
  

期 間 ： 7 月 13 日 (月) ～ 8 月 31 日 (月) 
 

※ 町指定ごみ袋がある場合は，指定ごみ袋で出して下さい。 
 

  

 
 

 

◆ 

◆ 

 

◆ 

 

プラスチック製・ビニール製 

透明・半透明（白色）で中が見えるもの 

（文字等があってもかまいません。） 

概ね 15ℓ（450㎜×500㎜）～30ℓ 

（500㎜×700㎜） 

◆ 

◆ 

◆ 

 

◆ 

ほかの市町村の指定ごみ袋 

色付き（白色以外）で中が見えないもの 

紙製・布製・メッシュなど穴が開いている 

もの 

中のごみや水分が漏れるもの 

● 販売制限は引き続き実施します。 （大・小 １０枚入り各１セットまで） 

 

つかえるごみ袋 つかえないごみ袋 

お問い合わせ  利根町役場 生活環境課 ☎0297-68-2211 

 「町指定ごみ袋」が入手困難な場合 


